
【令和６年３月新規高等学校卒業者の求人申し込み手続き等について】 

  

    求人申込の開始時期 令和５年６月１日以降 ※求人票交付（返戻）は７月１日以降 

    推薦開始時期    令和５年９月５日以降 ※文書到達主義（応募書類が届く初日） 

    選考開始時期    令和５年９月１６日以降 ※この日より前に選考することは禁止 

 

  

求人申込の時期や新規高等学校卒業者求人申込手続き等については、「‘２４新卒者募集のために」のほか、

次の点についてご留意ください。 

 

（１） 求人受理に必要な書類 

・令和４年３月中学高校卒就職者の就業状況報告（令和４年度新卒採用があった場合） 

・応募前職場見学実施予定表（随時受け入れの場合は不要） 

・推薦依頼高校一覧（推薦校がない場合は不要） 

・出したい求人票（過年度の分で朱書きしたもの。マイページの場合は無くても可） 

 

（２） 提出方法 

来所による申し込みのほか、求人者マイページ、郵送での申し込みか可能です。 

   ※来所される場合、特に６月１日は込み合う可能性が高く待ち時間が長くなる可能性があります。 

    上記のようにお返しできるのは７月１日以降になりますので６月２０日までにご提出されれば 

７月１日のお返しに間に合います。 

 

（３） 返戻方法 

来所による返戻のほか、郵送により返戻いたします。今年度は７月１日が土曜日であるため窓口で

の返戻については７月３日（月）から予約制にてお返しいたします。窓口での返戻を希望される場

合は受付票をお渡しいたしますので窓口にて求人申込を行ってください。 

郵送の場合は７月１日に求人票を届ける日時指定郵便を行います。 

上記を希望される場合は６月２０日までに提出ください（マイページについては、６月２０日２３

時５９分まで、郵送の場合は６月２０日到着分まで） 

６月２１日以降に提出された分については７月４日以降随時お返しいたします。 

※６月２０日までに求人を提出されても書類不足や求人の内容確認が必要でるにも関わらず確認が 

 できなかった場合は上記に間に合わない場合があります。 

 

 

まとめ 

 ７月３日に窓口での返戻希望 ⇒ ６月２０日までに窓口にて求人申込し予約を取る 

 ７月１日期日指定郵便希望  ⇒ ６月２０日までに窓口又はマイページ又は郵送にて求人申込 

 

 

 

 



 

（４） 留意事項 

① 高卒求人は令和５年７月１日～令和６年６月３０日まで公開となります。原則、年度途中の変

更ができません。特に就業時間や賃金、募集人数について、実態と齟齬がないか確認いただく

ようお願いいたします。 

② 求人募集の中止、取消・募集人員の削減については禁止されていますので、求人作成にあたっ

ては真に必要な人数であるか十分に検討いただいた上で求人申込いただくようお願いいたしま

す。特に新卒というくくりのみで募集をかけ大卒と高卒を混同するようなことがないようにお

願いいたします。 

なお、事業規模の縮小等によりやむを得ず求人取消や募集人員の削減を行う場合は職業安定省

施行規則第３５条第２項の規定により、事前にハローワーク王子へご報告ください。 


